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第１５回 農地部定例会議事録 

 

開催日時    令和元年８月２６日 １３時３０分 

 

開催場所    阿南市役所 ６０２会議室 

 

出席委員    竹内部長・岡部委員・中村委員・久米博委員・阪井委員・吉岡委員・ 

厚田委員・久積委員・萩野委員・服部委員・佐竹委員・井出委員・ 

植田委員 

 

欠席委員    南部副部長・久米寛治委員・幸田委員・森委員・亀井委員 

 

市瀬局長    欠席委員の報告及び、農業委員等に関する法律第２７条第３項により会議

の有効性を報告 

 

事務局     議案の訂正を申し上げます。 

 議案書の９ページをお開きください。第７号議案№４・№５、終期が「R21.9.9」

となっておりますが、正しくは、「R6.9.9」です。また、期間（年）が、「２

０年」となっておりますが、「５年」となります。 

 

竹内部長   （部長挨拶） 

 それでは第１５回農地部定例会を始めさせて頂きます。 

本日の議事録署名者は橘地区の岡部委員、新野地区の中村委員にお願いし

ます。 

    それでは本日の議事に入りたいと思います。 

第１号議案 非農地証明願について 

第２号議案 農地法の規定による許可申請の取下（取消）について（３条） 

第３号議案 農地法第３条の規定による許可申請について 

第４号議案 農地法の規定による許可申請の取下（取消）について（４条） 

第５号議案 農地法第４条の規定による許可申請について 

第６号議案  農地法第５条の規定による許可申請について 

第７号議案 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について 

ただし、農業委員会等に関する法律第３１条により、７ページ第６号議案

№１０については別途審議といたします。 

議案についてはそれぞれ各地区で事前に審議されていると思いますのでご

報告お願いします。椿地区からお願いします。 

 

岡部委員    それでは椿地区からご報告します。椿地区今回議案はございません。 
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竹内部長    次に、福井地区お願いします。 

 

岡部委員    それでは福井地区からご報告します。福井地区は８月２０日に福井公民館

において、椿地区、橘地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行い

ました。その結果を報告させていただきます。 

議案書の９ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説明」

法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許可相

当としました。 

以上、福井地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

竹内部長    次に、橘地区お願いします。 

 

岡部委員    それでは橘地区からご報告します。橘地区今回議案はございません。 

 

竹内部長    次に、新野地区お願いします。 

 

中村委員    それでは新野地区からご報告します。新野地区は８月２２日に新野公民館

において地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告さ

せていただきます。 

議案書の６ページをお開きください。第６号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では許可相当としました。 

以上、新野地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

竹内部長    次に、桑野地区お願いします。 

 

久米博委員   それでは桑野地区からご報告します。桑野地区は８月２０日に桑野公民館

において地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告さ

せていただきます。 

議案書の５ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では許可相当としました。 

議案書の６ページをお開きください。第６号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では許可相当としました。 

議案書の９ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説明」

法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許可相

当としました。 
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以上です。桑野地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願い

します。 

 

竹内部長    次に、見能林地区お願いします。 

 

阪井委員    それでは見能林地区からご報告します。見能林地区は８月２３日に事務局

にて富岡地区、宝田地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いま

した。その結果を報告させていただきます。 

議案書の２ページをお開きください。第２号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では許可相当としました。 

議案書の３ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の９ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説明」

法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許可相

当としました。 

        以上、見能林地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

竹内部長    続きまして富岡地区からご報告します。富岡地区は８月２３日に事務局に

て見能林地区、宝田地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いま

した。その結果を報告させていただきます。 

議案書の５ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

議案書の６ページをお開きください。第６号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、№４を継続審議、その他は許可相当としました。 

以上、富岡地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

竹内部長    次に、宝田地区お願いします。 

 

厚田委員    それでは宝田地区からご報告します。宝田地区は８月２３日に事務局にて

見能林地区、富岡地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いまし

た。その結果を報告させていただきます。 

議案書の３ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の６ページをお開きください。第６号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

以上、宝田地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま



4 

す。 

 

竹内部長    次に、長生地区お願いします。 

 

久積委員    それでは長生地区からご報告します。長生地区は８月１８日に事務局にて

中野島地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結

果を報告させていただきます。 

議案書の５ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

議案書の７ページをお開きください。第６号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

議案書の９ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説明」

法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許可相

当としました。 

以上、長生地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

竹内部長    次に、中野島地区お願いします。 

 

萩野委員    それでは中野島地区からご報告します。中野島地区は８月１８日に事務局

にて長生と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果

を報告させていただきます。 

議案書の９ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説明」

法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許可相

当としました。 

以上、中野島地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

竹内部長    次に、大野地区お願いします。 

          

服部委員    それでは大野地区からご報告します。大野地区は８月２０日に上大野分館

にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告させて

いただきます。 

議案書の３ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の５ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では許可相当としました。 

議案書の１１ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説
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明」法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許

可相当としました。 

以上、大野地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

竹内部長    次に、加茂谷地区お願いします。 

 

佐竹委員    それでは加茂谷地区からご報告します。加茂谷地区は８月２０日に加茂谷

公民館にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告

させていただきます。 

議案書の３ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

以上、加茂谷地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

竹内部長    次に、那賀川地区お願いします。 

 

井出委員    それでは那賀川地区からご報告します。那賀川地区は、８月２３日に那賀

川公民館にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報

告させていただきます。 

議案書の３ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の８ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説明」

法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許可相

当としました。 

以上、那賀川地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

竹内部長    次に、羽ノ浦地区お願いします。 

 

植田委員    それでは羽ノ浦地区からご報告します。羽ノ浦地区は８月１９日に羽ノ浦

公民館にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告

させていただきます。 

議案書の１ページをお開きください。第１号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では許可相当としました。 

議案書の４ページをお開きください。第４号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では許可相当としました。 

議案書の５ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説明」
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地区部会では許可相当としました。 

議案書の７ページをお開きください。第６号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、№１１を継続審議、その他は許可相当としました。 

議案書の１３ページをお開きください。第７号議案「委員による朗読・説

明」法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許

可相当としました。 

以上、羽ノ浦地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

竹内部長    それでは、それぞれの地区からご報告いただきましたが、別途審議を行い

ますので、ご意見、ご質問がありましたら発言願います。 

 

植田委員    地区部会では、許可相当であると判断していますが、許可後も貸駐車場と

して使用するということでよろしいでしょうか。 

 

○○○○○   許可後に造成工事を行い、完了検査後も引き続き貸駐車場として運用しま

す。 

 

竹内部長    それでは、この案件について採決したいと思いますが、農業委員会等に関

する法律第３１条により○○○○○には、採決の間、退室をお願いします。 

 

        （○○○○○ 退室） 

 

竹内部長    議事を再開します。 

        それでは、議案書の７ページ第６号議案№１０について承認してもよろし

いか。 

 

一同      異議なし 

 

竹内部長    それでは、議案書の７ページ第６号議案№１０について承認といたします。 

        退室した○○○○○に入室してもらってください。 

 

        （○○○○○ 入室） 

 

竹内部長    議事を再開いたします。それぞれ各地区からご報告をいただきましたが、

ご意見、ご質問がありましたら発言願います。 

 

萩野委員    議案書の５ページ第５号議案№５の営農型太陽光発電施設ですが、下部で
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は何を栽培するんですか。 

 

植田委員    水蕗です。 

 

萩野委員    他の委員には全然わからないので、営農型については何を栽培するかまで

発表していただいたほうがいいと思います。 

 

事務局     これからは議案書にも掲載するようにいたします。 

 

久米博委員   議案書の５ページ第５号議案№５の営農型太陽光発電施設の面積が 0.3 ㎡

で、№６の作業道が 814.62 ㎡となっているが、どういうことか説明願いま

す。 

 

事務局     営農型太陽光発電施設の場合は、支柱部分が転用面積となるので、0.3 ㎡

となっています。また、太陽光パネル等を搬入するためには、№６を一時的

に作業道とする必要があるため申請に至っています。 

 

久米博委員   一時転用となっているが、３年後には太陽光発電を止め、パネルを撤去す

るのか。 

 

事務局     営農型太陽光発電施設の場合は、一定の収量があれば３年毎の更新になり

ますが、収量がない場合は更新できないので、パネル等を撤去し、現状復旧

することになります。 

 

竹内部長    議案書の４ページ第４号議案№１・№２と議案書の５ページ第５号議案№

５・№６の案件ついて、経過を説明願います。 

 

事務局     議案書の４ページ第４号議案№１・№２ついては、第１４回農地部定例会

で取り下げになった案件です。議案書の５ページ第５号議案№５・№６の案

件については、事業計画等の見直しが行われ、あらためて提出された案件で

す。 

 

竹内部長    何か違いがあるのですか。 

 

事務局     水蕗を栽培するにあたって、営農指導員の変更がございました。 

 

久米博委員   営農型ということで太陽光発電をした場合、以前からも支柱部分だけの面

積になっていたのか。 
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事務局     以前から、その様になっておりました。 

 

竹内部長    それでは他に意見もありませんので、ただいまの審議の結果を事務局より

報告してもらいます。 

 

市瀬局長    報告します。１５回農地部定例会議案、第１号議案から第７号議案のうち

第６号議案№４、№１１については継続審議とし、その他の議案については、

全て承認です。 

 

竹内部長    只今事務局から報告のとおり決定してよろしいか。 

 

一同      異議なし 

 

竹内部長    それでは報告のとおり承認します。 

        以上で議案審議は終了します。次に、議案外その他に入りますが何かござ

いますか。 

 

竹内部長    ないようですので、事務局から事務連絡がありましたらお願いします。 

 

事務局     特にありません。 

 

竹内部長    ないようなので、以上をもちまして、第１５回農地部定例会を閉会いたし

ます。次回は、９月２５日で予定いたしております。本日は大変ご苦労さま

でした。 

 

閉   会    


